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・本書をよくお読みのうえ、安全にお使いください 

・いつでも使用できるように大切に保管してください 
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１．概要 

従来の予作動式スプリンクラー設備は、常時、流水検知装置 2 次側配管内を圧縮空気で監視

しています。火災時は、自動火災報知設備の感知器の作動信号により流水検知装置が開放して 2

次側配管内を充水し、火災の拡大によりスプリンクラーヘッドが作動すると放水します。感知

器またはスプリンクラーヘッドのどちらか一方の作動では放水にいたらないため、誤放水を起

こしにくい設備です。 

しかし、感知器の作動信号だけで流水検知装置が開放し放水信号を発信するため、非火災時

の感知器作動で感知器発報放送後に火災放送（「火事です。火事です。○階で火災が発生しまし

た。落ち着いて避難してください」）が鳴動し、不必要な避難を強いることがあります。また、

流水検知装置 2 次側配管内に充水するため、排水処理を行う必要がありますが、配管内の水を

完全に排水するには、スプリンクラーヘッドを全数取り外す必要があるなど多大な負担となり

ます。配管内に残水があると、配管が腐食しやすくなり、漏水が発生するなど後々スプリンク

ラー設備の機能に悪影響を及ぼすことが懸念されます。 

このような点を考慮して、従来の予作動式スプリンクラー設備の特長を生かした上で、非火

災時でも流水検知装置が開放しないように、感知器およびスプリンクラーヘッドの作動信号の

AND 条件で流水検知装置を開放するシステムが、「ダブルアクション予作動式スプリンクラー

設備」（以下、本設備といいます）です。 

予作動式スプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッド作動から 1 分以内に放水することが

消防法令で規定されていますが、本設備の場合、流水検知装置 2 次側配管の充水開始はスプリ

ンクラーヘッドの作動検知後となるため、スプリンクラーヘッドの作動検知の遅れは放水遅れ

につながります。このため、本設備では、専用の「スプリンクラーヘッド作動検知装置」（圧力

センサーとダブルアクションバルブ用中継装置を組み合わせたもの）を用い、スプリンクラー

ヘッドの作動を早期に検知することで、ヘッド作動から 1 分以内の放水を実現します。 

「スプリンクラーヘッド作動検知装置」は、（一財）日本消防設備安全センターの性能評定で

予作動式流水検知装置の感知部としての有効性、および消防法施行規則第 14 条第 1 項第 8 号の

2 の規定に基づくスプリンクラーヘッド作動から 1 分以内に放水するための設計条件について評

価を取得しています。 

性能評定の概要 

種別 消火設備（スプリンクラーヘッド作動検知装置） 

型式記号 MDCJ004 

性能評定番号 評 30－012－1 号 

性能評定取得日 令和 3 年 12 月 22 日 

２．特長 

① 非火災時に流水検知装置が開放しないため、放水信号による火災放送の鳴動を行わず、在

館者がパニックに陥るなどを防ぎます。 

② 非火災時の流水検知装置 2 次側配管への充水がないため、現場復旧作業で流水検知装置 2

次側配管内の水を排水する必要がなく、残水による配管腐食や水損被害の発生を防ぎま

す。なお、流水検知装置 2 次側配管は、窒素ガス発生装置による窒素ガスで監視するた

め、万一流水検知装置 2 次側配管に充水した場合でも残水による配管腐食を防ぎます。 

③ スプリンクラーヘッドの作動検知は、専用の「スプリンクラーヘッド作動検知装置」で行

います。「スプリンクラーヘッド作動検知装置」は配管内の圧力変化をとらえて作動検知す

るため、ヘッド作動から 11 秒以内に流水検知装置の電動パイロット弁を開放することでヘ

ッド作動から 1 分以内の放水を実現します。 

④ 万一「スプリンクラーヘッド作動検知装置」に異常が発生した場合でも流水検知装置に設

置する圧力スイッチ（監視圧力警報用）によるスプリンクラーヘッドの作動検出が可能で

す。 
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３．設備構成 

本設備の構成を図 3-1 に示します。本設備は、従来の予作動式スプリンクラー設備に対して主

に以下の点が異なります。 

① 流水検知装置ごとにスプリンクラーヘッド作動検知装置を追加 

スプリンクラーヘッド作動検知装置（圧力センサーとダブルアクションバルブ用中継装

置）を流水検知装置ごとに設置します。火災時は、「スプリンクラーヘッド作動検知装置」

により、スプリンクラーヘッドの速やかな作動検知を行います。 

② 端末増設中継器を追加 

ダブルアクションバルブ用中継装置へ電源供給を行うために設置します。 

（端末増設中継器は複数のダブルアクションバルブ用中継装置につき 1 台必要です。） 

③ 流水検知装置 2次側配管の圧縮窒素ガス圧力の変更 

「スプリンクラーヘッド作動検知装置」の確実な作動のため、監視時の流水検知装置 2 次

側配管の圧力（2 次側監視圧力）を 0.15MPa にします。なお、低圧監視が必要な場合は

0.05MPa にすることも可能です。ただし、2 次側配管の完全な排水措置を講じる必要があ

ります。（窒素ガス発生装置を使用しない場合は圧縮空気圧力となります。） 

④ 流水検知装置の変更 

流水検知装置 2 次側の空気圧力に対応した、本設備専用の流水検知装置を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 構成図 

  

性能評定を取得している「スプリンクラーヘッド作動検

知装置」は、圧力センサーとダブルアクションバルブ用中

継装置が対象です。 
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※１：窒素ガス発生装置の信号を消火システム制御盤に入力する場合に必要となります。

圧力スイッチ試験弁
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エア逆止弁

排水弁
１次側圧力計ゲージコック

２次側圧力計ゲージコック

エア制御弁

スピードコントローラ
信号停止弁

バイパス弁
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排水水用逆止弁
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４．作動概要 

(1) 監視時 

監視時は、流水検知装置の 1 次側およびピストン室は消火ポンプの締切圧力で充水され、2

次側は所定の圧力の圧縮窒素ガス（窒素ガス発生装置を使用しない場合は圧縮空気）で加圧さ

れています。 

  また、電動パイロット弁は常時閉の状態にあり、流水検知装置は閉止しています。 

 

(2) 火災時 

① 火災が発生し、自動火災報知設備（以下、自火報といいます）の感知器が作動すると、火

災受信機から消火システム制御盤に火災信号が入力されます。 

② その後、火災が拡大しスプリンクラーヘッドが作動すると、「スプリンクラーヘッド作動検

知装置」がスプリンクラーヘッドの作動を検知し、「スプリンクラーヘッド作動検知装置」

から消火システム制御盤に 2 次圧低下信号が入力されます。 

③ 火災信号と 2 次圧低下信号の AND 条件が成立すると、消火システム制御盤は流水検知装

置の電動パイロット弁の起動制御信号を出力し、流水検知装置が開放します。 

④ 流水検知装置の開放による放水信号によって「火災放送」が鳴動することがあります。ま

た、流水検知装置の 2 次側配管充水後、スプリンクラーヘッドから放水を行います。なお、

スプリンクラーヘッドからの放水は、スプリンクラーヘッドが作動してから 1 分以内にな

るように設計します。 

 

図 4-1 作動フロー 

  

火災発生 

自火報感知器作動 

スプリンクラーヘッド作動 

火災信号 

2 次圧低下信号 

電動パイロット弁起動制御信号 

流水検知装置開放 消火ポンプ起動 

流水検知装置 2次側充水 

スプリンクラーヘッドから放水 

1
分

以
内

 

11
秒

以
内

 

放水信号 

 

火災放送 

AND 条件成立 
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(3) 「スプリンクラーヘッド作動検知装置」の異常発生時 

「スプリンクラーヘッド作動検知装置」の圧力センサーの異常が発生した場合でも、火災時

は、スプリンクラーヘッド作動により流水検知装置の圧力スイッチ（監視圧力警報用）が作動

し 2 次圧低下信号を出力するため、ダブルアクション機能は維持されます。（ただし、ヘッド作

動から 1 分以内に放水できない場合があります。） 

 

(4) 火災受信機の故障時 

火災受信機や自火報感知器の故障等、自動火災報知設備の故障信号により、消火システム制

御盤は自動で単独モードに切り替わります。この場合、スプリンクラーヘッド作動による 2 次

圧低下信号によって流水検知装置が開放します。 

 

(5) 消火システム制御盤の故障時 

消火システム制御盤に異常が発生し、通常の動作で予作動式流水検知装置を起動制御できな

い場合、消火システム制御盤のバックアップスイッチが点滅し、バックアップモードへの切り

換えを促します。管理者は、発生した異常内容を確認し、必要な場合はバックアップモードに

切り換えることが可能です。 

バックアップモードに切り換えた場合、スプリンクラーヘッド作動による 2 次圧低下信号の

みで、流水検知装置の電動パイロット弁を起動制御※し流水検知装置を開放します。 

    ※：異常の状態によっては起動制御できない場合もあります。 

 

５．適用範囲 

本設備の適用範囲は、従来の予作動式スプリンクラー設備を設置する場所と同様です。なお、

本設備はルート A（消防法令の仕様に従って設置される設備）の扱いですが、従来の予作動式ス

プリンクラー設備とは作動フロー、設置工事完了時の試験および点検が異なりますので、所轄消

防と協議が必要です。別途「ダブルアクション予作動式スプリンクラー設備 設計・施工・試

験・点検マニュアル（TN20411）」により、設置計画時に所轄消防機関に説明のうえ、適用可否

を確認してください。 

 

６．保守点検 

本設備の保守点検は、消防関係法令で規定する予作動式スプリンクラー設備に関する点検要領

により実施します。なお、スプリンクラーヘッド作動検知装置の追加に伴い一部点検方法の変更

および追加があります。変更および追加の詳細は、別途「ダブルアクション予作動式スプリンクラ

ー設備 設計・施工・試験・点検マニュアル（TN20411）」を参照してください。 
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土 浦 営 業 所 〒300-0037 土 浦 市 桜 町 ４ 丁 目 ３ 番 １ ８ 号 （ 土 浦 ブ リ ッ ク ビ ル ２ 階 ） (029)822-3851
宇 都 宮 営 業 所 〒321-0945 宇 都 宮 市 宿 郷 ２ 丁 目 ７ 番 １ ６ 号 ( メ ゾ ン 千 秀 １ 階 ) (028)637-4317
群 馬 営 業 所 〒370-0046 高 崎 市 江 木 町 １ ７ １ ６ 番 地 (027)328-1567
沼 津 営 業 所 〒410-0311 沼 津 市 原 町 二 丁 目 ３ － ２ ０ (055)955-5227
浜 松 営 業 所 〒430-0901 浜 松 市 中 区 曳 馬 ６ 丁 目 ２ ３ 番 １ ６ 号 ( ﾓ ﾘ ｼ ｮ ｳ 第 １ ﾋ ﾞ ﾙ ３ ０ １ 号 ) (053)473-3422
三 重 営 業 所 〒514-0007 津 市 大 谷 町 １ ８ １ 番 地 ( 津 駅 西 ビ ル ) (059)226-9860
富 山 営 業 所 〒930-0845 富 山 市 綾 田 町 １ 丁 目 ７ 番 ７ ６ 号 (076)444-1450
福 井 営 業 所 〒910-0021 福 井 市 乾 徳 ３ 丁 目 ８ 番 ２ ５ 号 (0776)21-0056
岐 阜 営 業 所 〒500-8381 岐 阜 県 岐 阜 市 市 橋 4 丁 目 6 番 7 号 (058)201-3771
神 戸 営 業 所 〒650-0021 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 三 宮 町 2-5-1 三 宮 ハ ー ト ビ ル 8 階 (078)334-3581
四 国 営 業 所 〒761-8075 高 松 市 多 肥 下 町 １ ５ １ ６ 番 地 １ (087)868-6811
北 九 州 営 業 所 〒803-0836 北 九 州 市 小 倉 北 区 中 井 ２ 丁 目 ２ 番 ４ 号 (093)583-3344
長 崎 営 業 所 〒852-8114 長 崎 市 橋 口 町 １ ２ 番 １ ２ 号 ( プ ロ ミ ネ ン ス 安 武 １ 階 ) (095)845-0135
大 分 営 業 所 〒870-0822 大 分 市 大 道 町 １ 丁 目 ６ 番 ５ 号 (097)543-2778
熊 本 営 業 所 〒862-0910 熊 本 市 東 区 健 軍 本 町 ４ - １ ０ (096)360-1051
宮 崎 営 業 所 〒880-0841 宮 崎 市 吉 村 町 北 原 甲 １ ４ ３ ９ 番 ６ (0985)28-8792
鹿 児 島 営 業 所 〒890-0046 鹿 児 島 市 西 田 ２ 丁 目 ７ 番 ６ 号 ( ス カ イ ビ ル ) (099)253-8196
沖 縄 営 業 所 〒900-0003 那 覇 市 安 謝 １ 丁 目 ２ ３ 番 ８ 号 ( ㈱ オ カ ノ 内 ) (098)862-4297

記載内容は2023年3月現在のものです

支社・営業所連絡先一覧

能美防災株式会社

URL：http://www.nohmi.co.jp/

　　TEL：(03)3265-0211


	支社・営業所住所一覧(R4.10.24～使用可能改訂：神戸営業所).pdf
	支社・営業所住所一覧


